












































政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 
 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約に

ついて、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１

項第３号の規定により随意契約をしたので、富山市契約規則（平成１７年富山市規則第

３７号)第２０条の２第２号の規定により公表する。 

 

  令和４年６月１３日 

     
                       富山市長 藤 井 裕 久 

 

１ 随意契約の件名 

   上滝資料保管庫樹木薬剤散布等業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

富山市教育委員会郷土博物館 

 

３ 契約の相手方の決定した日 

 令和４年６月１０日 

 

４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 

   公益社団法人富山市シルバー人材センター 

   理事長 松島 十三男 

 

５ 契約金額 

   ９９，７９２円 

 

６ 随意契約の理由 

本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するため。 

 

 

 

 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 
 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約に

ついて、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１

項第３号の規定により随意契約をしたので、富山市契約規則（平成１７年富山市規則第

３７号)第２０条の２第２号の規定により公表する。 

 

  令和４年６月１３日 

     
                       富山市長 藤 井 裕 久 

 

１ 随意契約の件名 

   上滝資料保管庫除草等業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

富山市教育委員会郷土博物館 

 

３ 契約の相手方の決定した日 

 令和４年６月１０日 

 

４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 

   公益社団法人富山市シルバー人材センター 

   理事長 松島 十三男 

 

５ 契約金額 

   １２９，８４４円 

 

６ 随意契約の理由 

本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当するため。 

 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、社会福祉法人めひの野園から物品の買い入れを受ける契約につい

て、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２

第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１

７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

令和４年６月２１日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

１ 契約の件名 

「人権の花」運動用ベゴニア花鉢４９５鉢購入 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

市民生活部市民生活相談課 

 

３ 契約の相手方を決定した日 

令和４年６月２１日 

 

４ 契約の相手方の住所及び名称 

富山市西金屋６６８２番地  

社会福祉法人 めひの野園 

園長 中田 匠 

 

５ 契約金額 

７４，２５０円 

 

６ 随意契約の理由 

本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当 

するため。 

 


